
新型コロナウイルス感染症 

就業時にかかる感染時の対応等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽性確認 

（感染者）

（） 

就業停止 

 

 
治療等 

 

陰性確認 

事務局に報告 

 

就業先、事務局に連絡 

症状、ＰＣＲ検査の実施、 

結果報告等 

経過・状況等 

連絡の呼び掛け 

就業復帰 

 

就業停止 

 

事務局に就業等に 

ついて相談 

（発注者の意向確認） 

就業しない、自宅待機 

 

・発熱・せき・のどの痛み 

のいずれかの症状がみられる 

 

 

・味覚・嗅覚障害、強いだるさ（倦怠感）など

がある。 

・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者など 

・接触確認アプリ等から通知が来た 

 

藤沢コロナ受診相談センター 

（０４６６－５０－８２００） 

に連絡する 

ＰＣＲ検査等の実施 

 

 

まず、かかりつけの医療機関に 

相談・受診等 

就業復帰の判断等 

 

かかりつけ

がない場合

はこちらへ 
※医療機関等が休診または受付

時間外時の対応やコロナウイル

スについての相談等について、

詳しくは藤沢市発行の「発熱等

の症状がある場合の受診の流

れ」をご確認ください。 

 

 

※就業先、事務局に、状態

を連絡してください。 

・自身の健康確認やコロナ

の不安感において、自主的

にＰＣＲ検査を実施する方 


